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「記録と記録の突合」と「記録と事実（実際）の照合」
の持つ意味

― 岩田学説にもとづいて ―
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はじめに
　簿記会計でおこなう「突合」と「照合」は、意味が類似して紛らわしい言葉である。このため、

普段は正しく理解していると思って使われている言葉が、実は間違った解釈をされ使われ

ているのではないか、と少々疑念を抱かずにはいられないのである。

　そこで、まずは、「突合」と「照合」のそれぞれの意味を明らかにする必要があると思う。

一般には、「突合」（とつごう、または、つきあわせ）とは、二つのもの（データ）を合わせ

て正しいかどうかを調べることで、例えば、備品台帳と現物との突合せなどに使用される。

一方、「照合」は、二つのものをお互いに合わせ比べて、同じものと違うものを確認すること

をいう。すなわち、二つのものが、合っているか違っているかを探すときに使われる。例え

ば、総勘定元帳と補助簿の金額が不一致のとき、すべての内容を一件ずつ合わせ比較し、何

が同じで何が違っているかを確認していくときの作業などを意味している。また、先行学説

『利潤計算原理』1 の著者である岩田巌氏が提唱する照合とは、「計算の正確性を確かめるため、

二つの数字をくらべてみて、これが合うか合わないかを吟味する手続であつて、合わない場

合には、その原因を調査して、記録を訂正すること」2 という。複数の国語辞書などを調べて

みると、「突合せ」と「照合」と「比較」との説明が類似しており、その区別があまり明確で

はないように受け取れる。ただし、『利潤計算原理』のなかで、岩田氏は、「比較」3 は二つの

1 岩田巌『利潤計算原理（19 版）』同文館、1991 年。
2 岩田・前掲注１、10 頁。
3 岩田氏によれば、会計の手続きは突き詰めると比較することにあるという。たとえば、収支計算書にお

ける収入と支出の比較、損益計算書の収益と費用の比較、貸借対照表の財産と負債の比較、または財産
と資本の比較、原価計算では、費用と生産量の比較である。つまり、会計の計算上、比較は重要な手続
であるといえる（岩田・前掲注１、10 頁）。
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数字を比べて、その差を求めるものであるから、「照合」4 とは趣を異にするもの 5 と捉え、「突

合せ」や「照合」とは区別していることがわかる。

　このように、それらの言葉には、それぞれ異なった意味があることが理解できる。現代

でも、会計では、記録についてさまざまな照合が行われるが、『利潤計算原理』を掘り下げ

ていくと、岩田氏が提唱する「照合」の意味には二つの特有な概念が深く関わっているこ

とがわかる。特に「記録と事実との照合」6 については、後に記録と事実の確認方法が課題

として浮き彫りになっていく。本論では、『利潤計算原理』に示された先行学説をもとに、

特に第一章の「簿記・会計における照合の計理」7 における突合と照合に焦点を当てて、「記

録と記録の突合」と「記録と事実（実際）の照合」の持つ意味について、筆者なりに考察

することにする。

１　簿記と会計における照合の計理
1-1　突合と照合の意味
　突合と照合は、似通っていて区別しにくい言葉である。これらは、一見同じように解釈

できるが、実はその意味がまったく異なっている。まずは、それらの言葉の違いについて

詳しく整理することにする。

　『利潤計算原理』の序章において、岩田氏の恩師太田哲三氏が突合せについて、「計算を

照合すること、つまり突合だ」8 と述べられているところがあるが、一般には、突合は、二

つのデータを突き合わせて、正しいかどうかを確認することを意味する。例えば、正しい

とされるある資料など（元になるもの）をもとに、同じようにデータ入力された二つの出

力結果があるとする。突合は、この二つの出力結果をそれぞれ突合せて、その入力内容が

本当に一致しているかどうかを確認することである。つまり、納品書原本と入力したデー

4 この場合の照合は、「本来二つの数字は、一致すべきことが期待されているのである。差額のあること
が例外であるべきで、ないことが望ましい」（岩田・前掲注１、11 頁）とされる。つまり、照合は、「差
異の有無によつて、計算記録の正否を吟味する手続で検算立証の手段にほかならない」（岩田・前掲注１、
11 頁） というのである。

5 ここでいう比較は、「通常二つの数字の間に、はじめから較差があることが予想されているのであり、
その差の大いさの意義をさぐろうとするのがその目的である。差額のないことが例外で、差額の大小を
問題とする」（岩田・前掲注１、11 頁）ものだという。

6 岩田・前掲注１、17 頁。
7 岩田・前掲注１、10 － 23 頁
8 岩田・前掲注１、3 頁。
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タが一致しているかを、突合せて確認することが突合である。また、原稿と校正刷りを突

き合わせることも突合せである。さらに、ある監査などにおいては、帳簿と取引伝票の金

額を突き合わせすることも、この例である。このように、正しいとされるおおもとのデー

タ（原本）などと手元のデータを突き合わせて、ある書類や帳簿などの数値または金額（デー

タ）や内容に間違いがないかを確認することを意味しているのである。つまり、突合とは、

対象とするものを並べて比較対照し、異同や整合性などを確認することだとここでは考え

ておきたい。

　これに対して、照合については、一般には、二つのデータを照らし合わせて、それが有

るのか無いのか（有無）、もしくは存在するのか存在しないのか（存否）を確認し、データ

の信憑性などを確かめることを意味する。例えば、ある帳簿と帳簿のデータを照らし合わ

せることによって、ある二つのデータの有無、もしくは存否を確かめることで、データの

信憑性などが確かめられる。また、日常生活において、マイナンバーカード、健康保険証、

運転免許証などの個人情報で、その人物の身元を照合することも、その例である。このこ

とは、二つ以上の物事もしくは数値または金額（データ）を照らし合わせて、その有無や

存否を調べて、データの信憑性などを確かめることを意味しているのである。つまり、こ

の場合における照合とは、双方（複数の事物）を照らし合わせて、その有無や存否などを

確認し、データの信憑性などを確かめることと捉えておくことにする。

　その一方では、照合について岩田氏は、冒頭の「はじめに」においても触れたように、『利

潤計算原理』によると、「計算の正確性を確かめるため、二つの数字をくらべてみて、これ

が合うか合わないかを吟味する手続きであつて、合わない場合には、その原因を調査して、

記録を訂正すること」9 と捉えている。この場合は、「本来二つの数字は、一致すべきこと

が期待されているのである。差額のあることが例外であるべきで、ないことが望ましい」10

とされる。つまり、照合は、「差異の有無によつて、計算記録の正否を吟味する手続で検算

立証の手段にほかならない」 11 ということである。ただし、照合には二つの異なった種類

の手続きがあって、その一つには、「帳簿における計算の結果と計算の結果の照合」12 があり、

例えば、帳簿上で計算された合計額や残高の突合せを意味している。これが所
いわゆる

謂、岩田氏

がいう「記録と記録の照合」である。

  9 岩田・前掲注１、10 頁。
10 岩田・前掲注１、11 頁。
11 岩田・前掲注１、11 頁。
12 岩田・前掲注１、11 頁。
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　また、もう一つの照合は、「計算の結果と実際の事実との照合」13 であり、例えば、帳簿

記録の残高と現金などの現物を実際に調査した結果とを突合せすることを意味している。

そのため、この照合の意味を、「二つの異なる意味の在高を突合せること」14 だとする。つ

まり、これが、「計算の結果と実際の事実を照合すること」15 を表しており、岩田氏はこれを、

単に「計算と事実の照合」16 と呼んでいる。

　以上のようにして、突合と照合の意味について筆者なりに整理を試みた。その結果、突

合せは一致する（合う）ことが前提にある。その一方で、照合の考え方は、一致すること

が望ましいが、一致しない（合わない）ことも例外としてあり、それが前提にあることが

わかり、両者の違いが根底にあることが理解できる。そのため、筆者は、一見同じように

解釈できる突合と照合を、異なるものとして提唱された岩田氏と同様に、僭越ながら区別

して本論において考えたいと思うのである。

1-2　簿記における「記録と記録の突合」

　『利潤計算原理』の序章では、簿記のことを昔から帳合というから、簿記は「帳面を合せ

ること」17 だと、太田氏が述べているところがある。つまり、これは主要簿と補助簿など

の帳簿記録と帳簿記録とを突合せて正否を比較確認する照合であることを意味する。これ

が、「簿記における照合」18 である。このように、「簿記における照合」は、突合せ手続き

を行い、「帳簿記録の結果」19 を意味する。その一方で、次節において整理する会計におけ

る「計算と事実の照合」20 は、「記録された数字の集計額をこれに対応する実際の事実と照

合すること」21 であり、「実地について調査された結果」22 を意味する。このように、両者

13 岩田・前掲注１、11 頁。
14 岩田・前掲注１、17 頁。
15 岩田・前掲注１、17 頁。
16 岩田・前掲注１、17 頁。
17 岩田・前掲注１、3 頁。
18 岩田・前掲注１、18 頁。
19 岩田・前掲注１、19 頁。
20 岩田・前掲注１、19 頁。なお、「計算と実際の照合」とは、「計算の結果と実際の事実を照合すること」
（岩田・前掲注１、17 頁）である。

21 岩田・前掲注１、19 頁。
22 岩田・前掲注１、19 頁。
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は一見同じように解釈できるが、それぞれの本質が異なる 23 ことが理解できる。そこで、

本節では、「簿記における照合」において、岩田氏が提唱するその照合の持つ意味について、

詳しく整理しておく必要ある。

1-2-1　簿記における「計算と計算の照合」

　岩田氏は、簿記を、「計算と計算の照合」24 という突合手続きであるといい、この照合は

会計の重要な特徴の一つであると捉えている。ここでいう「計算と計算の照合」とは、「記

録された数字の集計額と集計額との突合である」25 とされる。この場合に、この照合にお

ける二つの要素は、両者とも「帳簿記録の結果」26 と捉えて、この点においては、「源泉が

共通」27 であるという。

　そこで、この照合について具体的に考えてみると、『利潤計算原理』では、「複式簿記に

おける試算表の表尻の突合」28 の例を挙げて、次のような説明がなされている。それは、

複式簿記では、「一切の取引を二重に記録した結果、元帳のすべての勘定口座の借方記入額

と貸方記入額を試算表に集合して、その借方合計と貸方合計を照合し、一致の有無によつて、

元帳記入の正否を確かめること」29 が行われる。つまり、ここで行われる手続きが、記録

と記録の突合を意味し、それはあくまでも記録と記録の突合せに過ぎないから、この突合

せこそが、「計算と計算の照合」30 であるとされる所以ではないかと思うのである。このよ

うに、ここで照合される二つの要素は、両者があくまでも帳簿記録の結果であるから、借

方合計もしくは貸方合計は必ずしも実地（実態）調査を行った結果とはいえないのである。

したがって、簿記における記録と記録の突合せ手続きは、「計算と計算の照合」という突合

せ手続きを意味しており、この場合において、照合する二つ要素は「源泉が共通」していて、

あくまでも「帳簿記録の結果」31 を表していることがわかる。

23 岩田・前掲注１、19 頁。
24 岩田・前掲注１、19 頁。
25 岩田・前掲注１、19 頁。
26 岩田・前掲注１、19 頁。
27 岩田・前掲注１、19 頁。
28 岩田・前掲注１、19 頁。
29 岩田・前掲注１、19 頁。
30 岩田・前掲注１、19 頁。
31 岩田・前掲注１、19 頁。
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　1-2-2　簿記の種類による照合の違い

　さらに、この帳簿記録の突合せを行う「計算と計算の照合」は、単式簿記の帳簿や単純

な計算表においても行われる 32 と岩田氏はいう。一般に簿記は、簿記の種類に限らず、す

べて「勘定」という記録形式によって記録されるが、これは、「計算の正否を明らかにする

ために、計算と計算の照合を行う」33 ものとされる。つまり、勘定の記録は、「増加と減少

との差引計算の結果たる残高の正確性を確かめるために検算を行うこと」34 だというので

ある。このことは、「計算と計算の照合」という点で、複式簿記においては、簿記上の取引

について、一つの取引を原因と結果という二つの側面を捉え、帳簿に記録することによっ

て記録計算の正確性が確保されることを意味するのである。また、複式簿記以外の単式簿

記について考えてみると、個々の勘定もしくは帳簿において、この「計算と計算の照合」

がそれぞれ単独に行われることによって、記録計算の正確性が確保されることになる。そ

こで、簿記の種類によって、具体的にはどのようにして照合が行われるのかについて詳し

く捉えることにする。

　まず、複式簿記では、原因と結果の二つの側面を捉える。例えば、簿記上の取引におい

て現金が増加したとすると、その原因が、売上によるものなのか、売掛金の回収なのか、

貸付金の返済なのかなどの原因を明らかにするために、勘定科目と金額を用いて、借方お

よび貸方に取引を仕訳して、記録する方法をとることでその照合が行われる。そのため、

ここでは、さらに詳しく複式簿記の記録手続きや照合について考えてみたい。

　複式簿記は、企業の経済事象を勘定科目（資産の勘定、負債の勘定、資本の勘定、費用

の勘定、収益の勘定）と貨幣金額によって会計帳簿に記録する。そして、原因と結果を二面

的にとらえた企業の経済活動を、体系的に記録・計算・整理し、損益計算書と貸借対照表

を作成し報告する技法であるといえる。その具体的な記帳法は、企業の経済事象を仕訳帳

の借方と貸方に区分して記帳し、その後、すべての勘定口座を集めた帳簿、すなわち、総勘

定元帳口座に転記する。この転記の手続きが、正確に行われているか否かを確認するため

に、合計試算表を作成する。試算表の合計額は、最初に記録した仕訳帳の合計額と一致する。

したがって、企業の経済事象のうち、取引として認識されたすべての活動記録を、「勘定科

目」と「貨幣金額」で仕訳帳に記録する。次に、この仕訳帳から記録計算の場所である「勘

32 岩田・前掲注１、20 頁。
33 岩田・前掲注１、20 頁。
34 岩田・前掲注１、20 頁。
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定口座」に転記し、一定期間の経営活動が総勘定元帳に記録される。そして、仕訳帳から

勘定口座への転記に間違いがないかどうかを確認するために試算表を作成する。取引の合

計額を示す仕訳帳の合計額とすべての勘定口座の合計額は、転記ミスがなければ一致する。

このことにより仕訳帳から総勘定元帳への転記に誤りがなかったことが確認できるのであ

る。この合計額は取引の総額を表しているので、経営活動の状況を判断するための資料と

なる。残高試算表は、複式簿記による貸借平均の原則を利用して作成される集計表の一つ

である。

　さらに、この残高試算表から、損益計算書と貸借対照表を作成するときに、精算表とい

う計算表を利用することがある。この精算表は実務ではあまり作成することがないと思う

が、教育現場では決算の概要を知るために必要な計算表である。この精算表を使って、「記

録と事実の照合」が可能になるのである。帳簿記録をもとにした残高試算表の金額は、例

えば、現金、売掛金、有価証券や棚卸資産など、事実確認ができる項目については帳簿記

録から離れ、実際調査によって棚卸表を作成することにより、「記録と事実の照合」が可能

になる。実際調査による金額と帳簿記録が不一致のときは、精算表の事実の金額に戻す訂

正を行うことができるのである。この場合に、複式簿記は、このような手続きを経ることで、

「計算と計算の照合」は、会計記録の事実が確認できるようなものについて、記録が事実に

訂正され、「記録と事実の照合」が行われることになるから、会計記録の信頼性が確保でき

るようになる。このように、複式簿記は会計手続きの行われる過程を記録する形式であり、

「計算と計算の照合」や一部の勘定科目は「計算と事実の照合」によって、記録の正確性を

確保することができるのである。

　その一方で、単式簿記は、結果だけを捉えて照合する。例えば、家計簿などにおいて、

記録される現金の増減額だけを捉えて、勘定科目と金額を用いて帳簿に記録する方法をと

ることで、単式簿記のその照合が行われていると理解することができる。

　以上のように、簿記の種類に着目して照合の違いを捉えたが、簿記における照合につい

ては、複式簿記では複式記入（二重記入）の正確性を問題にし、単式簿記では残高計算の

正否を問題にしているということができる。だだし、ここで注意しておかなければならな

いことは、両者の簿記の目的が異なっていても、両者は「計算の結果と計算の結果とを突

合すこと」35 に変わりはないということである。

35 岩田・前掲注１、21 頁。
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1-3　会計における「記録と事実（実際）の照合」

1-3-1　会計の特徴

　今日の企業形態には、個人企業、組合、会社の区別がある。会社形態では、株式会社、

合名会社、合資会社、合同会社の 4 種類があるが、なかでも代表的な企業形態は株式会社

である。以下では、特に株式会社形態に関わる会計制度 36 において、企業会計に焦点をあ

てて考えることにする。

　株式会社では、所有者としての株主が資本を拠出し、企業の経営や資本の管理・運用を

経営者に委任した所有と経営が分離した組織形態である。この形態による企業の経営活動

は、複式簿記の技法を用いた記録・計算・報告によって説明されるが、委託者（株主など

の利害関係者）によって承認されてはじめて、その受託責任が解明されることになる。

　企業では、企業の経営活動を複式簿記によって帳簿に記録し、その帳簿記録と帳簿記録

とを突合せするが、これは記録の正確性（信憑性）を確認しようとするものである。そして、

この手続きをとることが、企業会計における複式簿記を用いた帳簿記録に誤謬がないこと

が証明されることを意味するのであるが、この手続きではあくまでも、岩田氏がいう「記

録と記録の照合」による証明手続きを表しているのである。

　そこで、本項では岩田氏が提唱する企業会計の特徴について整理することにする。

　『利潤計算原理』では、太田氏の言葉が問題提起の契機になっていることがわかる。その

言葉とは、会計の特徴を「計算を照合すること、つまり、突合」37 することであるといい、「会

計」の文字が「計を会せると書く」所以であることが述べられているところにある。太田

氏によれば、会計は、「金銭または金銭価値の出納・増減を記録計算し、事実と事由、結果

と原因を対照する事務である」38 とする。そこで、岩田氏はこれをもとに、会計の技術的

な面に着目して、会計の特徴を規定するとすれば、「一経済単位に属する財産について、そ

の変動を継続的に記録し、財産変動の結果と原因を対照する手続である」39 と定義するこ

とができるというのである。言い換えれば、会計とは、記録と事実の照合によって、「財産

変動の「結果の計算」と「原因の記録」と「結果と原因の対照」という三つの手続きから

36 企業会計といわれる会計には、企業経営に役立てるための管理会計や企業外部の利害関係者に経営活
動の状況を一定の基準にもとづいて報告する財務会計がある。さらに、株主や債権者保護を目的に分
配可能利益限度額を規制する会社法会計、また課税所得の計算を目的に規制する税法会計などがある。
それぞれ目的が異なった会計制度になっている。

37 岩田・前掲注１、3 頁。
38 岩田・前掲注１、12 頁。
39 岩田・前掲注１、13 頁。
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なる」40 ものとして岩田氏は捉えている。

　

1-3-2　会計による照合の特徴
　前項のように、本来、会計は、企業の財産変動の結果と原因について記録集計する手続

きであって、その結果、計算には原因記録をともなうものであるから、「結果と原因を対照

せしめて、財産変動の顚末を表示するものである」41。そのためには、すべての財産を漏

れなく把握して、正確に記録されていることが必要である。しかし、財産変動を継続的に

記録する際に、すべての変動を発生のたびに記録することは、実際には難しいことである。

だから、通常は、事実が明確に確認できなければ記録することができないため、岩田氏は、

「一切の変動を発生の都度とらえるということは実際上不可能である」42 というのである。

実務上は、実際の帳簿記録の過程において、誤記、誤算、脱漏、省略があってはならない

ことであり、誤記や脱漏などの防止に万全を期すことは容易なことではない。特に、帳簿

の記録は、時の経過とともに、「事実から遊離して現実を示さなくなりがち」43 であるから、

「変化のある都度、これをとらえて記録し事実にあわせることは、手数がかかつて実際には

不可能である」44 と岩田氏は指摘するのである。

　そこで、そのような記録の誤記脱漏を補正するためには、継続記録のほかに、さらに「定

期的に、または適当な時期に、帳簿からはなれて、財産の現実の状態を直接調査して、そ

の実際の在高を確定し、記録にもとづいて計算された在高と照合する」45 という他の手続

きが必要になってくるというのである。この手続きによって、両者が符合すれば記録計算

の正確性が保証される。しかし、不一致のときは、「帳簿上計算された在高を、実際の在高

に引直すとともに、原因記録の脱漏を修正する」46 ことになる。そして、この「実際の在

高と計算上の在高」47 を突合せることは、結果と原因を正しく対照させるためには必要で

40 岩田・前掲注１、13 頁。
41 岩田・前掲注１、14 頁。
42 岩田・前掲注１、15 頁。
43 岩田・前掲注１、15 頁。
44 岩田・前掲注１、15 頁。
45 岩田・前掲注１、16 頁。
46 岩田・前掲注１、16 頁。
47 実際の在高とは、現実に存在する財産を、実際に調査することにより確定されたもので、実際の事実と

して存在する在高であるから、実際上の残高であり現在高でもある。また、計算上の在高は、帳簿残高
とも呼ばれ、帳簿上当然存在すべき財産の在高、つまり、理論上の残高（岩田・前掲注１、16 頁）をいう。



88　國學院大學栃木短期大學紀要

あり、重要な手続でもある。これが会計による照合の特徴でもあり、「結果と原因の完全な

対照が保証される」48 ことは、会計の必要不可欠な特徴でもあると岩田氏はいうのである。

以上の観点を整理すると、岩田氏がいう会計における照合とは、このような「二つの異な

る意味の在高を突合せることである」49。言い換えれば、「計算の結果と実際の事実を照合

すること」50 であり、これを岩田氏は「計算と事実の照合」51 と呼んでいる。

　1-3-3　計算と事実の照合

　前項のように、会計では「計算と事実の照合」の手続きが行われるが、岩田氏はこれによっ

て、「結果計算の正しさと原因記録の洩れのないことが立証され、結果と原因の完全な対照

が保証されることになる。」52 と述べている。ただし、会計について、「結果の確定ととも

に原因を記録して、両者を対照する手続きである」53 から、「実地調査のみでは会計という

ことはできない」54 と指摘している。そのため、原因を明らかにする必要があるのである。

そこで、「原因を明らかにするには、財産変動の継続記録がどうしても必要である。さらに

また原因を洩れなく説明するためには、計算と事実の照合が不可欠」55 だと岩田氏はいう。

そして、ここでいう「計算と事実の照合」もまた、会計の重要な特徴の一つとして捉えら

れているのである。この場合の照合の意味は、例えば、「記録された数字の集計額をこれに

対応する実際の事実と照合すること」56 である。ただし、この記録された数字の集計額は、

あくまでも「帳簿記録の結果」57 であって、「計算と計算の照合」58 であることを意味して

いる。これに対して実際の事実とは、帳簿から離れて「実地について調査された結果であ

る」59 ことを意味するものである。そのため、照合の意味について考えるときに、このよ

48 岩田・前掲注１、17 頁。
49 岩田・前掲注１、17 頁。
50 岩田・前掲注１、17 頁。
51 岩田・前掲注１、17 頁。
52 岩田・前掲注１、17 頁。
53 岩田・前掲注１、18 頁。
54 岩田・前掲注１、18 頁。
55 岩田・前掲注１、18 頁。
56 岩田・前掲注１、19 頁。
57 岩田・前掲注１、19 頁。
58 岩田・前掲注１、19 頁。
59 岩田・前掲注１、19 頁。
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うに介在している二つの照合の要素は、「まったく源泉を異にする」60 ものとして、岩田氏

は捉えているのである。したがって、「照合」という言葉は、『利潤計算原理』を理解する

上で重要な概念であることがわかる。このように、照合についての意味を整理してきたが、

岩田氏が考えている照合には、本質を異にする二つの概念が深く関わっているのである。

　以上の観点から、会計、特に企業会計では、企業活動を複式簿記の記録形式により正確

な記録を行い、記録と事実の照合によって、財産変動の「結果の計算」と「原因の記録」

と「結果と原因の対照」という三つの手続きを経て、企業を取り巻く利害関係者に損益計

算書や貸借対照表などの財務諸表を作成し情報提供している。ただし、この財務情報の作

成には、会計本来の「記録と事実の照合」を行う担い手を、会計士の監査に委ねているの

である。したがって、ここでは現金などの流動資産は、会計士の監査手続きによって、実査、

確認、立会、質問などによる事実の確認が可能である。しかし、固定資産にあっては事実

の確認は不可能であるが、会計士の監査手続きが行われることで、財務諸表に信頼性を与

えることができるとの考えは理解できる。岩田氏は、「ここに会計士監査制度が成立せざる

を得なかった必然性がある」61 と述べているのである。

　

２　受託責任と突合
2-1　法理論と会計理論における受託責任の解釈

　『会計学辞典』62 で、受託責任という意味を調べてみたが、アカウンタビリティ（会計責任）

という用語とその解説はあるが、受託責任という用語自体がない。そこで、この受託責任

という用語の意味が掲載された文献を探し、理解しておくことが先決であると考えた。

　通常、株式会社などの企業（以下、「企業」と呼ぶ）は、委託された資本の管理・運用状

況について、管理・運用の責任とその顚末を報告する義務があるが、それは株主から委託

された資本についての受託責任を果たすためだと思うのである。このような企業において、

その経営者と株主との間には、「資金の委託・受託関係があり、このため経営者は株主に対

して受託責任（受託者責任）を負っているといわれる。またこの受託責任と会計責任（ア

カウンタビリティ）とは、しばしば同義の用語と解釈されている。」63 と石原裕也氏（「石

60 岩田・前掲注１、19 頁。
61 岩田・前掲注１、167 頁。
62 神戸大学会計学研究室『会計学辞典』第四版、同文館、1987 年。
63 石原裕也「わが国会計理論における会計責任と受託責任－受託責任の由来と意味」、安藤英義『会計に

おける責任概念の歴史－受託責任ないし会計責任』所収、中央経済社、2018 年、319 頁。
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原裕也「わが国会計理論における会計責任と受託責任－受託責任の由来と意味」、安藤英義

『会計における責任概念の歴史－受託責任ないし会計責任』所収」）64 が述べているところ

がある。つまり、受託責任という用語は、会計責任（アカウンタビリティ）という用語と

同義で解釈されることが多いと理解することができる。

　しかし、この受託責任の意味を考えるときに、例えば、商法と比較すると、「わが国の

商法は、明治 44 年（1911 年）の改正以降ながらく（平成 17 年改正まで）、「會社ト取締役

トノ間ノ關係ハ委任ニ關スル規程ニ従フ（164 条 2 項）」65 として、会社すなわち株主と取

締役すなわち経営者との関係は、委託・受託関係ではなく、委任・受任関係に準ずるとし

てきたのである。この考え方は、「会社法 330 条が「株式会社と役員及び会計監査人との

関係は、委任に関する規程に従う。」として、今日においても継承されている。」66 のであ

る。つまり、この商法や会社法 67 の条文の例からも、「法理論は株主が経営者に資金の管理・

運用を「委託」したとは考えておらず、「委任」したと考えている」68。なお、資金あるい

は財産の委託・受託という用語については、信託法 69 にみられるものだと石原氏は補足し

て述べている。

　以上のことから、前述した例における旧商法やそれを現在引き継いだ会社法などの法理

論の解釈にしたがい、株主が経営者に資金の管理・運用を委任したと考えるならば、経営

者が負う責任は「受託責任」とは呼ばないということになるのだろう。しかし、従来の会

計理論の多くは、伝統的にこの「受託責任」という用語と「会計責任（アカウンタビリティ）」

とを併用して使用しているように思う。したがって、会計理論における「受託責任」とは

64 石原・前掲注 63、319 頁。
65 石原・前掲注 63、319 頁。
66 石原・前掲注 63、319 頁。
67 会社法は、会社の設立や運営のルールについて定めた法律である。2006 年５月に施行された。従来は、

商法、有限会社などに分散していた会社に関する法律を統合・再編し、新しく作り替えたものである。
主な改正点として、①最低資本金規制の撤廃、②配当制限の撤廃（四半期配当も可）、③Ｍ＆Ａ手続き
の簡素化、④内部統制の強化、⑤定款で決められる事項の拡大、がある。これらは、事業活動の自由
度を拡大する一方で、経営の透明化やコーポレートガバナンスの強化を図ろうとしているのである。

68 石原・前掲注 63、319 頁。
69 ここでいう信託法とは、わが国における信託行為を律する法律として、一般法としての「信託法」の

他に「信託業法」、「投資信託及び投資法人に関する法律」などがあるが、ここでは信託法全般のこと
を示している（石原・前掲注 63、320 頁）。
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どのような意味を持つのだろうか。次節では、会計理論でいう「受託責任」の意味をもう

少し詳しく考えたいと思うのである。

2-2　会計理論における受託責任の意味

　会計理論の研究では、「企業の経営者と株主の間に資金の委託・受託関係を認め、会計責

任（アカウンタビリティ）と受託責任とを同一視する考え方は、わが国でアカウンタビリ

ティという概念が紹介されるようになった、極めて初期の段階から存在」70 していたことが、

石原氏の論文 71 からわかる。そして、このアカウンタビリティという用語は、わが国では、

昭和初期を経て、終戦後に初めて岩田氏 72 によって紹介されたことも理解した。その後は、

野瀬新蔵氏 73 によってカウンタビリティが言及され、さらに、片野一郎氏 74 も言及するが、

会計理論において「受託責任」の用語が定着するまで、片野氏が大きな影響及ぼしたと考

えられている 75。

　前項で述べたように、企業では、その経営者と株主との間には、資金の委託・受託関係

がある。そこでは、経営者は株主に対して受託責任（受託者責任）を負っていると考え、

会計理論において株主による資金の拠出を委託と捉えていることが理解できる。以上のよ

うに考えると、「ここでいう株主による資金の「委託」とは、法理論から離れて、まさに株

主が取締役に資金を「託する」、つまり、信頼して任せるということを意味している」76 こ

とが解釈できる。そして、「取締役は株主から向けられたこの信頼に応える義務、なかでも

託された財産が保全されていることを報告する義務がある」77。つまり、このことが、会計

理論でいう「受託責任」という用語の意味にほかならないのである。また、この「受託責任」

の意味については、「企業実体が資本主から受け入れた自由選択制資金の運用の顚末を明ら

70 石原・前掲注 63、334 頁。
71 石原・前掲注 63、334 頁。
72 岩田巌「「アカウント」・「アカウンタビリティ」・「アカウンティング　コントロール」」『産業経理』第

13 巻第 1 号、1953 年、12 － 19 頁。
73 アカウンタビリティが受託者の責任であることを著しているものが、野瀬新蔵「財務分析とアカウンタビリ

ティの会計観」『企業会計』第 5 巻第 2 号、中央経済社、1953 年を参照（石原・前掲注 63、334 頁）。 
74 アカウンタビリティの用語が言及されるようになったものは、片野一郎『改定版　簿記精説』同文館、

1962 年においてである（石原・前掲注 63、335 頁）。
75 石原・前掲注 63、334 － 335 頁。
76 石原・前掲注 63、340 頁。
77 石原・前掲注 63、340 頁。
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かにする責任」78 であると石原氏は述べている。これを言い換えるならば、「資本主が拠出

した自由選択制資金が、企業による運用の結果、保全されていることを「記録の上で明確

に追跡し客観的に検証」できるようにすること」79 というのである。

　そこで、次に受託責任と会計責任との関係を考えてみたい。この関係を考えるうえで、

片野氏が考える会計の職能について触れ、石原氏は次のように説明している。それは、会

計について、「受託責任が果たされたことを明らかしたうえで、それを株主に伝える職能が

ある」80 という。そして、その会計の職能には、「受託責任会計職能とともに経営管理会計

職能という、２つの職能がある」81 と述べている。ここでいう受託責任会計職能とは、「託

された資金の保全に対する責任を解明すること」82 である。つまりこれは、「資本主が拠出

した自由選択制資金が、企業による運用の結果、保全されていることを「記録の上で明確

に追跡し客観的に検証」できるように」83、報告するための資料を提供する機能であり、こ

れが受託責任会計職能である。そして、この受託責任会計職能を果たすためには簿記が必

要不可欠なものとして考えられている。また、ここでいう経営管理会計職能とは、「運用結

果に対する責任を解明すること」84 を意味している。つまり、この職能は、「資本としての

財産の保全と運用の経路を明らかにするとともに、営利活動目的に活用するための資料を

提供（18 頁）」85 する職能のことである。言い換えると、これは当該運用の成果を報告する

ための資料を提供する職能であり、これが経営管理会計職能であるというのである。

　さらに、片野氏が、資金の拠出者とその管理者との関係を、「前者の後者に対する信頼が

あり、後者がその信頼に応えていることを証明することが簿記あるいは会計の職能と捉え

ていた」86 と石原氏は述べている。これらのことから、「取締役は、受託責任と経営管理責

任という２つの責任を負っているのであり、これらによって構成されているのが会計責任

である。」87 と片野氏は考えているのである。以上のことを勘案すると、受託責任は会計責

78 石原・前掲注 63、336 頁。
79 石原・前掲注 63、336 － 337 頁。
80 石原・前掲注 63、340 頁。
81 石原・前掲注 63、340 頁。
82 石原・前掲注 63、340 頁。
83 石原・前掲注 63、336 頁。
84 石原・前掲注 63、340 頁。
85 石原・前掲注 63、336 頁。
86 石原・前掲注 63、340 頁。
87 石原・前掲注 63、340 頁。
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任とは同義ではないことがわかる。そして、受託責任を会計責任が「包摂する関係」88 にあり、

受託責任は会計責任の一部として重要であることが理解できる。

2-3　受託責任の解明に必要な突合せ

　前項で片野氏が述べていたところから、会計について、受託責任が果たされたことを明

らかにすることは必要かつ重要であることがわかる。そして、二つある会計の職能のうち、

受託責任については、受託責任会計職能が発揮されることで、託された資金の保全に対す

る責任を解明することができることも理解した。その責任解明に必要な技術的な手続きが

簿記であり、簿記は受託責任解明職能を果たしているということができる。

　１では、「簿記と会計における照合の計理」を中心に、岩田氏による考えを捉えてきたが、

企業は簿記によって、どのように受託責任解明職能が果たされているのだろうか。そこで、

岩田説を振り返りながら考えたい。企業では、その経営活動を複式簿記の技法を用いて帳

簿に記録しているが、恩師太田氏の言葉をヒントに、帳面を合わせて、その帳簿記録と帳

簿記録との突合手続を行っている。これは、この複式簿記の記録形式による正確な記録を

もとに、計算の正否を明らかにするために、「計算と計算の照合」という突合手続が行われ

る。つまり、簿記とは、「会計手続きの行われる過程を記述する形式であり、計算と計算の

照合によつて、記録の正確性を確保するもの」89 であった。ただし、ここで行われる照合は、

あくまでも帳簿記録と帳簿記録との突合手続であり、「帳簿記録の結果」90 であって、「実

地について調査された結果」91 ではないから、事実にもとづいたものではないということ

を捉えた。そのため、記録と事実の照合によって、財産変動の「結果の計算」と「原因の

記録」と「結果と原因の対照」という三つの手続きを行い、企業を取り巻く利害関係者に

損益計算書や貸借対照表などの財務諸表を作成し、情報提供を行っているのである。これは、

企業が経営活動を、複式簿記の技法を用いた記録・計算・報告することによって、その活

動内容が説明されることになるが、これが委託者によって承認されれば、そこではじめて、

受託責任から解除（解放）され、その責務が果たせるのである。このようにして、簿記の

突合手続による照合によって、記録の正確性が確保されると同時に、受託責任が解明され

ると考える。

88 石原・前掲注 63、340 頁。
89 岩田・前掲注１、24 頁。
90 岩田・前掲注１、19 頁。
91 岩田・前掲注１、19 頁。
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３　会計責任（アカウンタビリティ）と照合
3-1　会計理論における会計責任の意味
　会計理論における会計責任の意味を考えるにあたり、『会計学辞典』で「会計責任」とい

う用語の意味を調べてみた。この辞典では、「会計責任」という用語はなく、「アカウンタ

ビリティ（accountability）」という用語の説明だけであった。そのため、「アカウンタビリ

ティ」という用語の意味を調べ、以下にその説明を記すことにする。

「会計責任ともいう。アカウンタビリティとは、本来、企業内のすべての財産の保全もしく

は管理を、適切に遂行する会計上の責任をいう。すなわち企業は、株主など資金提供者から

資金の管理・運用を委託された受託者（または代理人）であると考えられ、したがって委託

者に対して委託された資金（もしくは財産）を適切に保全し、その管理・運用の状況ならび

に結果を正確に測定し伝達する義務がある。と考える。こうした受託者としての管理責任

（stewardship）を、会計機能をつうじて達成しようとするのがアカウンタビリティである。

　こうした会計責任は、本来は受託者から資金の委託を受けることによって発生し、その

運用の結果、残余の財産を委託者に返還することによって解除されることになる。しかし、

継続経営を前提とする現代企業においては、残余財産の分配ということは考えられないの

で、受託者に対する会計責任は、株主総会への決算報告とその承認をもって、一応解除さ

れると考えることができる。

　会計発展の初期においては、会計責任は、企業に資金を提供する株主や債権者に対して

認識されるにすぎなかった。しかし株式会社制度の発展につれて、企業の大規模化と所有

と経営の分離の現象がみられ、これに伴ってアカウンタビリティの範囲も拡大した。すな

わち、株主や債権者だけでなく、従業員・顧客・政府など、企業をとりまくすべての利害

者集団に対して、信頼できる適切な会計情報の提供が要請されるに至った。すなわち現代

企業は、これら利害者集団によって組織化された一つの社会的制度であり、彼らの意思決

定の中心（decision-making center）である。

　企業は、これら利害者集団の委託を受けて、公共社会の福祉や利益に貢献しなければな

らないという社会的責任を負う。こうした企業の社会性から、会計もまた社会的責任を負う。

すなわち会計は、利害者集団と取引関係を明確に測定し、彼らの協働の結果としての社会

的貢献の度合いを明らかにし、これを利害者集団に伝達する機構である。これがアカウン

タビリティの現代的意味である。（高松和男）」92

92 神戸大学会計学研究室・前掲注 62。
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　また、『会計学大辞典』93 でも同様に調べてみたが、この辞典では「アカウンタビリティ

（accountability」という用語はなく、「会計責任」という用語の説明がされていた。

　以下では、「会計責任」（accountability；（独）Rechenschaftspflicht）の説明について記

すことにする。

　「他人財産の管理者（受任者、受託者）が本人（委任者・委託者）に対して負う会計上の責任。

これが伝統的な会計責任の意味であるが、その具体的内容については狭義と広義とがある。

　民法の規定がその手がかりとなる。民法は、委任契約の受任者の報告義務について、「受

任者ハ委任者ノ請求アルトキハ何時ニテモ委任事務処理ノ状況ヲ報告シ又委任終了ノ後ハ

遅滞ナク其顚末ヲ報告スルコトヲ要ス」（645）と規定している。ここには、受任者のなす

べき２種類の報告を読取ることができる。いわば状況報告と顚末報告とがそれである。こ

の区別はローマ法以来のものであり、ドイツ民法（666）においても、前者は Auskunft zu 

erteilen, 後者は Rechenschaft abzulegen といい、区別している。

　この二つの報告のうち顚末報告の義務（責任）が、狭義の会計責任である。他人財産の

管理者の顚末報告責任（Rechenschaftspflicht）とは、管理者が報告期間の財産の変動の顚

末を報告し、その時点で保管責任を負うべき財産の高について本人を納得させる責任であ

る。換言すれば、顚末報告責任とは、かかる財産の高についての、本人に対する管理者の

立証責任である。この会計責任を果たすために、管理者は、財産変動の事実と事由を明ら

かにする会計記録と証拠書類を保持し、それらに基づいて定期的に本人に対し計算書によ

る会計報告（顚末報告）を行わなければならない。本人がその計算書を承認することによっ

て、報告時点における管理者の責任財産の高が決まり、報告期間の管理者の会計責任は解

除される（責任解除）。その後には、納得させたその時点の財産の有高を保管し、本人の請

求があれば引渡すべき責任、すなわち保管責任が残る。顚末報告責任は、要するに物量（数

量）計算の次元の会計責任である。

　もう一つの状況報告とは、一般的にいえば、本人が管理者の事務処理の現況を知って将

来適宜の処理がとれるようにするために、管理者が事務処理の全体的な状況を報告するこ

とである。財産管理の場合でいえば、状況報告は、まさに財産状態および損益状況を報告

することにほかならず、価値（金額）計算の次元である。このような状況報告と先の顚末

報告を合わせた管理者（受任者）の報告責任が、広義の会計責任である。

　以上は伝統的な（狭義および広義の）会計責任の意味であるが、最近では会計責任の概

念は拡散しつつある。すなわち本来の財産委託・受託の関係にない場合にまで、会計責任

93 森田哲彌 ･ 岡本清 ･ 中村忠編集代表『会計学大辞典』第四版、中央経済社、1997 年。
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がいわれることがある。債権者に対する会計責任、一般投資家に対する会計責任、労働者

に対する会計責任，さらには公衆に対する会計責任とか社会的会計責任とかいわれる場合

がそれである。（安藤英義）」94

　さらに、以下では、会計責任（アカウンタビリティ）についての見解が表れているとこ

ろについて、主な先行研究者たちの文献（①～⑤まで）を時系列に並べて紹介する。

　①岩田巌・論文（1953 年）：「アカウント」・「アカウンタビリティ」・「アカウンティング

コントロール」

「各種の資産項目に関するアカウンタビリティが企業内部におけるどの部署なり担当者

に存在するかである。職制上、企業内部において、財産の受払保管に関する権限が一

定の部署や担当者に委譲され、その責
リスポンシビリティ

任の範囲が限定されている場合、この業務を担

当する者は、財産の受入から払出すまでの間において委託させた財産が如何に管理保

全されているかの顚末を、要求されれば、説明する責任を負うものである。この種の

責任が、ここに謂うところのアカウンタビリティということである。」95

　②岩田巌（1956 年）：『利潤計算原理』

　ア「使途を定めて財産の運用を委託された場合には、受託者は指定されたところにし

たがつて運用するとともに、管理人として当然払うべき注意をもつて財産の保全を

はからねばならない。そうして受託者は委託者に対して、自己の任務が正当に履行

されたか否か、すなわち運用の状況と結果を報告し、運用の顚末を説明する義務が

ある。いわゆるアカウンタビリティ（accountability）がこれである。このために受

託者は帳簿を設けて財産変動を記録計算し、さらにこれを集計して、原因と結果を

総合的に対象せしめた報告書を作成しなければならない。この報告書が委託者によ

つて承認されてはじめて、受託者のアカウンタビリティは解除されるのである。」96

　イ「受託者は財産受入から払出までの間において、委託された財産が如何に運用保全

されたかの顚末を説明する責任（Accountability）を負うものであるが、会計はこの

アカウンタビリティを、区分確定する機能をはたすのである。たとえば金銭の委託

94 森田 ･ 岡本 ･ 中村・前掲注 93、103 － 104 頁。
95 岩田・前掲注 72、13 － 14 頁。
96 岩田・前掲注１、26 頁。
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をうけて運用する場合、受託者は出納帳を設けて収支を記入するが、借方に増加額

を記入するということは、受入れた現金に関して、受託者がアカウンタビリティを

負うことを確定することである。また正当な事由により支払が行われた場合、貸方

に減少額を記入することは、支払われた額に関するかぎり受託者がアカウンタビリ

ティを解除されたことを意味する。かくて出納帳の記録は、単に現金の増減という

物自体に即した事実を示すばかりでなく、受託者に対するアカウンタビリティの設

定解除という、管理的な意味をもつものである。」97

　ウ「しかしながら利潤の確定と財産の管理とを対立的な無関係なものと見ることは正し

くない。利潤計算も一種の財産管理の意味をもつことは見落すべきでない。個人企業

は別として、たとえば株式会社において利潤計算を行い、これを財務諸表に表示して

株主総会に報告するということは利潤に関する財産管理が行われることにほかならな

い。取締役は株主から会社業務の運営のため財産の運用を委託された受託者である。

したがつて運用の顚末を説明する義務がある。ことに利潤に関する財産変動の顚末を

明らかにすることは、純益処分の点から重要であつて取締役が財務諸表を総会に報告

してそのアカウンタビリティの解除を求める所以はここにあるといつてよい。」98

　③黒澤清（1959 年）：「会計職能の発展と会計学の発展」『会計学の基礎概念』

「処理の責任と報告の責任とを分離し、報告の責任がアカウンタビリティである。

会計責任を独立させることは、処理の責任と記録または報告の責任を職能的に分離す

ることにほかならない。したがって、会計記録への資料の投入から、利害関係者への

情報の提供までがアカウンタビリティの範囲であり、説明責任にほかならない。」99

　④山口年一・論文（1966 年）：「責任会計の性格－文献考察を中心にして」『亜細亜大学

経営論集』

「責任会計の本質は、会計制度が、管理責任者の責任・権限と有機的に結合し、その

97 岩田・前掲注１、26 － 27 頁。
98 岩田・前掲注１、30 頁。
99 黒澤清「会計職能の発展と会計学の発展」、黒澤清責任編集『会計学の基礎概念』（体系近代会計学　

第 1 巻）所収、中央経済社、1959 年。また、建部宏明「管理会計における会計責任」、安藤英義『会
計における責任の概念の歴史－受託責任ないし会計責任』所収、中央経済社、2018 年、133 頁。
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管理者個人の業績を測定評価するものである。それは責任・権限をともなった処理の

責任（responsibilihy) と、会計の報告責任（accountability) とが有機的に結びついて、

動態的に執行活動をコントロールするとこにある。」100

　⑤前田貞芳・論文（1971 年）

「会計責任は、第１次的には企業と企業外部との委託・受託関係に基礎をおくものであ

るが、それにとどまるものではなく、企業内部における経営活動の遂行に関する委託・

受託関係に基礎をおくものも含む。前者は財務会計的会計責任、後者は管理会計的会

計責任である。」101

　以上の先行研究から、アカウンタビリティは、会計の本質を理解するうえで、重要な概

念であることが先行研究者たちの論述からうかがい知ることができる。アカウンタビリティ

については、一般的には、「財産の保全もしくは管理を受託した者が、それを的確に遂行し、

そのなした行為に関して委託者に報告すべき会計上の責任であるといわれる。」102

　そこで、以下では、先に紹介した先行研究者たちにおけるアカウンタビリティについて、

その論述をもう少し詳しく見て行きたいと思う。

　まず、岩田氏は、アカウタビリティを、どのように捉えていたのだろうか。これを確認

できるところが、先に示した岩田氏の文献である。ここでは、岩田氏の見解について詳し

く捉えることにする。

　先に示した①岩田巌・論文（1953 年）：「アカウント」・「アカウンタビリティ」・「アカウンティ

ングコントロール」では、

「企業内部において、・・・、その責
リスポンシビリティ

任の範囲が限定されている場合、・・・委託させた財産

が如何に管理保全されているかの顚末を、要求されれば、説明する責任を負うものである。

この種の責任が、・・・アカウンタビリティということである。」103 とアカウンタビリティ

について論述していることころがある。

100 山口年一「責任会計の性格－文献考察を中心にして」『亜細亜大学経営論集』第１号、1966 年、139 頁。
101 建部・前掲注 99、133 － 134 頁。前田貞芳「会計責任の概念と管理会計」『武蔵大学論集』第 18 巻第５・

6 号、1971 年、59 － 89 頁。
102 山口・前掲注 100、134 頁。
103 岩田・前掲注 72、14 頁。
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　岩田氏は、「会計管理」104 が何のために行われるかを論じるために、「会計管理というこ

とは、会計帳簿の機能としては、もつとも根本的なものであり、・・・あらゆる種類の会計

制度に共通な機能である。」105 と述べている。これは会計管理の根本が帳簿記録にあり、「会

計帳簿を設けて、財産の受払を記録するということは何のためであろうか。」106 として、こ

れを契機に、岩田氏のアカウンタビリティ論を展開していることがわかる。

　また、岩田氏は、帳簿記録の目的を、「期末に集計して、その時の財政状態と過去一期間の営

業成績を明らかにするため」107 であるとするが、それだけではなく、それは「第一に、アカウ

ンタビリティ（Accountability）の所在を明らかにすること」108 であるというのである。これは、

会計帳簿が「単に過去の事実の備忘録」109 ではなく、単なるメモでもない。また、その記録が

単に決算の準備だけの目的でもない。これらのことを、岩田氏は強調しているように解釈できる。

そして、岩田氏は、アカウンタビリティについて、以下のところで定義していることがわかる。

「各種の資産項目に関するアカウンタビリティが企業内部におけるどの部署なり担当者に

存在するかである。職制上、企業内部において、財産の受払保管に関する権限が一定の

部署や担当者に委譲され、その責
リスポンシビリティ

任の範囲が限定されている場合、この業務を担当する

者は、財産の受入から払出すまでの間において委託された財産が如何に管理保全されて

いるかの顚末を、要求されれば、説明する責任を負うものである。この種の責任が、こ

こに謂うところのアカウンタビリティということである。」110

　また、岩田氏は、「財産の保全をはかるためには、財産のアカウンタビリティがどこにあ

るかを継続的に明らかにすることが第一の要件である」111 とし、「取引が発生する都度、記

帳が行われるのは、そうした遠い将来の期末決算のためばかりでなく、遅滞なくアカウン

タビリティの所在を確定する必要があるから」112 と述べている。

104 岩田氏は、「アカウンティング　コントロール」に、「会計管理」という訳語を当てはめている（岩田・
前掲注 72、12 頁）。

105 岩田・前掲注 72、12 頁。
106 岩田・前掲注 72、13 頁。
107 岩田・前掲注 72、13 頁。
108 岩田・前掲注 72、13 頁。
109 岩田・前掲注 72、13 頁。
110 岩田・前掲注 72、13-14 頁。
111 岩田・前掲注 72、15 頁。
112 岩田・前掲注 72、15 頁。
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　そのためには、勘定組織の整備が必要になってくる。その際には、「簿記学では一般に勘

定を物に即して見、物の側から説明しようとする傾向が強い。」113「勘定と勘定の関係は人

と人との関係であつて、勘定組織は企業における社会関係の反映」114 だと述べている。こ

のため、企業組織が複雑化した場合は、「企業内部に分在するアカウンタビリティの全体的

関係をより詳細に示すために、元帳に加えて証拠書類や補助記録が必要となり、これらが

個々のアカウンタビリティの設定と解除を明確に示すことになる」115 というのである。こ

のようにして、会計管理を行うためには、証拠書類の作成および補助簿の記録集計が、大

きな役割を果たしているということを理解した。以上の観点から、この論文では論述の大

半を見ても、岩田氏は経営者の立場から、企業内部者に対する会計管理に視点をおいて論

じているということが理解できるのである。

　また、②岩田巌（1956 年）：『利潤計算原理』では、

　アカウンタビリティについて、その見解の表れは、一つ目として、ア「使途を定めて財

産の運用を委託された場合には、受託者は・・・財産の保全をはからねばならない。そう

して受託者は委託者に対して、・・・運用の状況と結果を報告し、運用の顚末を説明する

義務がある。いわゆるアカウンタビリティ（accountability）がこれである。このために受

託者は帳簿を設けて財産変動を記録計算し、さらにこれを集計して、原因と結果を総合的

に対照せしめた報告書を作成しなければならない。この報告書が委託者によつて承認され

てはじめて、受託者のアカウンタビリティは解除される・・・。」116 と述べているところ

である。

　二つ目は、イ「受託者は・・・委託された財産が如何に運用保全されたかの顚末を説明

する責任（Accountability）を負う・・・、会計はこのアカウンタビリティを、区分確定す

る機能をはたす・・・金銭の委託をうけて運用する場合、受託者は出納帳を設けて収支を

記入するが、借方に増加額を記入するということは、・・・受託者がアカウンタビリティを

負うことを確定すること・・・、貸方に減少額を記入することは、・・・受託者がアカウン

タビリティを解除されたことを意味する。かくて出納帳の記録は、単に現金の増減という・・・

113 岩田・前掲注 72、15 頁。
114 岩田・前掲注 72、15 頁。
115 建部・前掲注 99、9 頁、岩田・前掲注 72、16 － 17 頁。
116 岩田・前掲注１、26 頁。
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事実を示すばかりでなく、受託者に対するアカウンタビリティの設定解除という、管理的

な意味をもつ・・・。」117 と述べているところでもわかる。

　三つ目は、ウ「しかしながら・・・、たとえば株式会社において利潤計算を行い、これ

を財務諸表に表示して株主総会に報告するということは利潤に関する財産管理が行われる

ことにほかならない。取締役は株主から会社業務の運営のため財産の運用を委託された受

託者である。したがつて運用の顚末を説明する義務がある。ことに利潤に関する財産変動

の顚末を明らかにすることは、純益処分の点から重要であつて取締役が財務諸表を総会に

報告してそのアカウンタビリティの解除を求める所以はここにあるといつてよい。」118 と

述べているところである。このようなところから、岩田氏の見解を知ることができる。

　次に、山口氏の見解を捉えることにする。山口氏は、アカウンタビリティの概念を明ら

かにするため、先に示した②岩田（1956 年）：『利潤計算原理』の論述を引用しているとこ

ろが見受けられる。引用しているところは、②『利潤計算原理』において、アとウの引用

部分で捉えることができる。山口氏は、その岩田氏の引用をもとにして、アカウンタビリティ

について、次に示す二つの要素を指摘していることがわかる。

　　「１．委託者と受託者との関連においてとらえられること。

　　 ２．受託者は、委託者に、その結果を報告すること。」119

　さらに、山口氏は、上記の委託者と受託者との関連については、以下の二つの場合があ

るとして列挙し明らかにしている。

　　「１．受託者が、株主その他の企業所有者より委託された財産の管理・運用に関する状

況、ならびにその結果を記録し、計算し、報告すること。

　　 ２．経営内部の各管理責任者が、企業内の委託者より受託して、自己の担当財産項目

の変動、または移動に関する結果を記録計算し、報告すること。」120

　ここでは、この二つの要素をアカウンタビリティの本質的な特徴として捉えていること

が理解できる。このような特徴について、受託者は委託者より財産の保全もしくは管理を

受託し、その運用の結果を報告することであるが、「受託者は、運用した財産を、委託者に

返還することによって、本来のアカウンタビリティが解除されることになる」121 という。

117 岩田・前掲注１、26 － 27 頁。
118 岩田・前掲注１、30 頁。
119 山口・前掲注 100、135 頁。
120 山口・前掲注 100、135 頁。
121 山口・前掲注 100、135 頁
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しかし、委託者に返還するということについては、『会計学辞典』の説明においても、また

山口氏も否定している。それは、「現在の会計は、継続企業の前提に立つものであるから、

委託者に返還するという本来の意味の解除はありえないことになる。」122 からとして、そ

の見解が述べられている。

　上記の１では、「受託者である取締役会が、委託者である株主総会に、財務諸表による決

算報告を行ない、その承認によって行われる。このアカウンタビリティが解除されると、

つぎの承認が行なわれるまで、新たにアカウンタビリティが設定される。そして承認によっ

て解除される。」123 ことが理解できる。また、上記の２では、「当該財産項目の受払保管を

めぐって行われる。すなわち、担当する財産項目についての受払状況を明らかにすると同

時に、現在ある実際有高と帳簿記録が一致する場合に解除される」124 ことが理解できる。

つまり、このことは、ある一定時点において確認が行われるまでは、アカウンタビリティ

が設定されることになり、また、このようにしてアカウンタビリティの設定と解除は繰り

返し行われているということが理解できるのである。

　このような考察にもとづいて、山口氏はアカウンタビリティがもつ性格を、以下のよう

に指摘しているのである。

　　「１．委託者と受託者との関係においては把握されること。

　　 ２．会計帳簿をもって財産を管理すること。

　　 ３．ある一定時点をもって設定と解除が行なわれること。

　　 ４．結果に対する責任であること。」125

　以上のことから、山口氏は、アカウンタビリティとは、「結果に対する責任を報告する義

務（責任）であるということができる。しかも、会計におけるアカウンタビリティにおい

ては、報告責任は会計記録にもとづいて行なわれる。」126 と述べている。つまり、山口氏

によればアカウンタビリティを、結果責任に対する報告義務（責任）と捉えているのである。

122 山口・前掲注 100、135 頁。
123 山口・前掲注 100、135 頁。
124 山口・前掲注 100、136 頁。
125 山口・前掲注 100、137 頁。
126 山口・前掲注 100、139 頁。
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そして、このようなアカウンタビリティについての理解から、山口氏は、「財産管理の処理

責任と会計上の報告責任とが、一体となっている。」127 と述べている。

　このように、山口氏は、アカウンタビリティの概念を明らかにするために、初めは岩田

氏の『利潤計算原理』の論述を引用しているのだが、後に黒澤氏の見解に依拠していく。

そこでは、山口氏は、黒澤氏の見解を例にとって、「処理の責任と報告の責任を分離し、報

告の責任がアカウンタビリティである」128 とする見解がみられるようになる。その後、山

口氏は、会計上の「アカウンタビリティは、会計記録への資料の投入から、利害関係者へ

の情報の提供までが範囲であり、説明の責任にほかならない」129 とする見解がみられる。

　以上のように、主な先行研究の文献を考察してきたが、筆者は、アカウンタビリティの

意味を、現代企業における会計責任と捉え、岩田氏が考えるアカウンタビリティと同義で

あると考えるのである。

3-2　会計責任の解明に必要な照合

　前項では、先行研究の文献を調べて、会計理論における会計責任の意味について、主な

先行研究者によるさまざまな見解を確認した。特に、この論文のタイトルとの関係から、

岩田氏や岩田氏の見解に依拠した山口氏において、アカウンタビリティの概念を捉えた。

山口氏は、会計におけるアカウンタビリティについて、報告責任は会計記録にもとづいて

行なわれるということを強調し述べていることがわかった。

　また、岩田氏においては、アカウンタビリティの説明のなかで、「使途を定めて財産の運

用を委託された場合には、受託者は委託者に対して、・・・運用の状況と結果を報告し、運

用の顚末を説明する義務がある。いわゆるアカウンタビリティ」130 というところがあるが、

これは受託者の委託された財産が如何に運用保全されたかの顚末を説明する責任を意味す

る。そして、会計については、「結果の確定とともに原因を記録して、両者を対照する手続

である」131 から、「実地調査のみでは会計ということはできない」132 と指摘しているとこ

ろがあった。

127 山口・前掲注 100、137 頁。
128 山口・前掲注 100、137 頁。
129 山口・前掲注 100、138 頁。黒澤・前掲注 99、86 － 89 頁を参照。
130 岩田・前掲注１、26 頁。
131 岩田・前掲注１、18 頁。
132 岩田・前掲注１、18 頁。
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　このことから、会計、特に企業会計における会計責任とは、まず、企業の経営活動を複

式簿記の記録形式による正確な記録をもとにして、記録と事実の照合によって、財産変動

の「結果の計算」と「原因の記録」と「結果と原因の対照」という三つの手続きが行われる。

そして、企業を取り巻く利害関係者に損益計算書や貸借対照表などの財務諸表を作成する

ことで、情報提供が行われるようになる。ただし、この財務情報の作成において岩田氏は、

たとえば、現金などの流動資産は、会計士の監査手続きによって、実査、確認、立会、質

問などによる事実の確認ができる。固定資産にあっては実際有高の確認は不可能であるが、

会計士の監査手続きが行われることで、財務諸表に信頼性を与えることができると考えて

いることを理解した。そのため、会計責任の解明に必要な照合は、会計本来の「記録と事

実の照合」を行う担い手として、最終的に行う会計士による監査を意味しているのではな

いかと筆者は考えている。この会計士監査に委ねなければならなかった必然性を、岩田氏は、

「会計士監査制度が成立せざるを得なかった必然性がある」133 として、ここに会計監査の

必要性を述べているのである。

　そこで次に、会計士監査ではどのような照合が行われるのかを考えることにする。アカ

ウンタビリティにおいて、この裏付けがない財務諸表は、会計的情報を提供していても、

会計報告書ではないといえる。つまり、記録と事実を当たらなければならないのである。

そのためには、帳簿上のデータと証拠データまたは複数の帳簿のデータを、照合して比較

し調査する突合を行う。この突合では、会計帳簿のデータと証拠データとを突合する証拠

突合、会計帳簿間のデータを照合し、取引記録の正確性を確かめるための帳簿突合、会計

帳簿上の計算過程を監査人が自ら再計算して、計算の正確性を確かめるために計算突合を

行う。また、突合に使用される証拠書類や帳簿などは、誰によって作成されて、どこに保

管されているかなどによって証拠能力が異なる。このような突合せは、会計帳簿または会

計帳簿上の数値と他の会計帳簿または証拠等を突き合せる監査技術なのである。この監査

技術には、前述したとおり、証拠突合、帳簿突合、計算突合がある。例えば、証拠突合は、

証拠書類自体を吟味して、さらに、証拠書類と会計帳簿とを突き合わせることで、主に取

引の実在性・帳簿記入の正確性を立証するものである。また、帳簿突合は、会計帳簿同士

を突き合わせることで、主に帳簿記入の正確性を立証するものである。さらに、計算突合は、

会計帳簿上の数値と監査人の検算数値とを突き合わせることで、主として計算の正確性を

立証するものである。

133 岩田・前掲注１、167 頁
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　会計士によるこのような監査技術を用いることで、会計責任の解明に必要な帳簿記録と

実際（事実）との照合が行われて、帳簿記録の計算と帳簿記録の計算の正確性を立証し保

証することができると同時に、その帳簿記録の信憑性が保証されると考えるのである。そ

して、このことが、岩田氏が自問する問いの答えでもあり、会計責任の解明に必要な照合

とは、会計士による会計監査がその照合の担い手としての役割を果たしているのではない

かと思うのである。

　おわりに
　企業では、複式簿記の記録形式による正確な記録をもとに、計算の正否を明らかにする

ため、「計算と計算の照合」という突合手続が行われる。つまり、簿記は、「会計手続きの

行われる過程を記述する形式であり、計算と計算の照合によつて、記録の正確性を確保す

るもの」134 であった。ただし、ここでの照合は、あくまでも帳簿記録と帳簿記録との突合

手続であり、「帳簿記録の結果であって」135、「実地について調査された結果」136 ではなかっ

た。つまり、事実にもとづいたものではないということを捉えた。そのため、記録と事実

の照合によって、財産変動の「結果の計算」と「原因の記録」と「結果と原因の対照」と

いう三つの手続きを行い、企業を取り巻く利害関係者に損益計算書や貸借対照表などの財

務諸表を作成し、情報提供を行っているのである。これは、企業が、経営活動を複式簿記

の技法を用いた記録・計算・報告することによって、その活動内容が説明されるが、これ

を委託者に承認されることではじめて、受託責任から解除（解放）され、その責務が果た

せるのである。このようにして、受託責任が解除されると同時に、記録の正確性が確保され、

簿記の照合による突合手続が解明されるのである。

　企業会計は、企業の経営活動を複式簿記の記録形式による正確な記録をもとに、上記の

三つの手続きを行い、企業を取り巻く利害関係者に損益計算書や貸借対照表などの財務諸表

を作成し情報提供している。ただし、この財務情報の作成には、会計本来の「記録と事実

の照合」を行う担い手を、会計士の監査に委ねているのである。それは、現金や棚卸資産

などの流動資産は、実査、立会などによる事実の確認を行うことができる。固定資産に

あっては事実の確認は不可能であるが、会計士の監査によって「公共会計士監査の中心が、

134 岩田・前掲注１、24 頁。
135 岩田・前掲注１、19 頁。
136 岩田・前掲注１、19 頁。
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財産法の分担から損益法に介入する主観的判断の公正なる立場からする判断という点へ移

行」137 することによって財務書類に信頼性を与えているのである。

　以上のことから、会計の記録計算手続きと簿記の記録形式とは、区別されなければなら

ないものである。それは、「会計が計算と事実を照合することによつて、原因結果の対照の

完全性を保障せんとするに対して、簿記は計算と計算の照合によつて、記録計算の正確性

を確保しようとするのである。」138。したがって、簿記における「記録と記録の突合」は、

言い換えれば、「計算と計算の照合」であり、会計における「記録と事実の照合」それは、「計

算と事実の照合」であるから、それぞれの本質が異なるということが理解できるのである。
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